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公
会
計
化
に
向
け
て
準
備

　

学
校
給
食
費
に
つ
い
て
、

教
員
の
負
担
軽
減
、
保
護
者

の
利
便
性
向
上
、
徴
収
・
管

理
業
務
の
効
率
化
の
た
め
、

私
会
計
か
ら
公
会
計
に
移
行

す
る
。

　

有
識
者
や
保
護
者
な
ど
で

構
成
す
る
学
校
給
食
審
議
会

を
設
置
し
、
学
校
給
食
費
の

額
の
妥
当
性
や
、
保
護
者
か

ら
の
意
見
聴
取
方
法
な
ど
の

重
要
な
事
項
に
つ
い
て
検
討

し
、
令
和
５
年
度
か
ら
公
会

計
化
を
予
定
し
て
い
る
。

【
主
な
質
疑
応
答
】

問　

令
和
５
年
度
の
公
会
計

化
実
施
で
は
遅
す
ぎ
る
。
学

校
給
食
審
議
会
を
設
置
す
る

必
要
は
あ
る
の
か
。

答　

有
識
者
や
保
護
者
の
意

見
を
取
り
入
れ
る
た
め
に
、

学
校
給
食
審
議
会
の
設
置
は

必
要
で
あ
る
。
審
議
会
で
決

定
し
た
こ
と
を
シ
ス
テ
ム
の

整
備
に
も
反
映
さ
せ
、
令
和

５
年
４
月
開
始
を
予
定
し
て

い
る
。

問　

教
員
の
業
務
負
担
は
ど

の
程
度
削
減
で
き
る
の
か
。

答　

一
校
あ
た
り
年
間
１
９

０
時
間
の
業
務
削
減
効
果
が

見
込
ま
れ
る
。

※
４
ペ
ー
ジ
に
関
連
記
事

介
護
保
険
事
業
計
画
（
第
８

期
）

　

介
護
保
険
事
業
計
画
（
第

８
期
）
は
、
人
口
の
推
移
や

要
支
援
・
要
介
護
認
定
者
の

推
計
な
ど
の
分
析
結
果
、
地

域
課
題
、
国
の
示
す
基
本
指

針
な
ど
を
踏
ま
え
策
定
し
て

い
る
。

　

高
齢
者
が
い
つ
ま
で
も
自

分
ら
し
く
暮
ら
せ
る
ま
ち
の

実
現
に
向
け
て
、「
介
護
予

防
・
生
き
が
い
づ
く
り
の
推

学
校
給
食
審
議
会
の
設
置

厚

生

教

育

厚

生

教

育

厚

生

教

育

厚

生

教

育
進
」「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
の
更
な
る
推
進
」「
認

知
症
対
策
の
推
進
」「
介
護

保
険
事
業
の
適
正
・
円
滑
な

運
営
」
の
４
つ
の
目
標
に
基

づ
き
、
様
々
な
取
り
組
み
を

実
施
す
る
。　

【
主
な
質
疑
応
答
】

問　

地
域
の
集
ま
り
へ
の
参

加
が
難
し
い
方
に
は
、
ど
の

よ
う
に
対
応
す
る
の
か
。

答　

で
き
る
限
り
地
域
で
助

け
合
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

い
き
い
き
１
０
０
歳
体
操
な

ど
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
た

い
。
ま
た
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
で
の
相
談
な
ど
で

支
援
も
し
て
い
き
た
い
。

■
１
月
27
日
開
催

■
２
月
19
日
開
催
（
協
議
会
）

【６月定例会の日程】
▶日時　６月１日（火）・８日（火）・９日（水）いずれも午前10時～
　　　　（８日、９日は一般質問を予定しています。）

▶場所　第１庁舎３階　議場
　　　　　※車いすの方も昇降機により入場し、傍聴していただけます。

▶請願・陳情の締め切り　６月定例会で取り扱う請願と陳情の締め切りは、５月24日（月）午後５時までです。

　　　　＊当日は、インターネットで本会議の生中継を行います。過去の映像は常時放映中です。
　　　　　町議会のホームページから「議会中継」を選びクリックしてください。

傍聴される方へのお願い（新型コロナウイルス対応）
傍聴を希望される場合は次のことにご協力をお願いします。

　・発熱、せきやのどの痛みがあるなど、体調不良の方は傍聴をご遠慮ください。
　・議場に入られる際は、入り口に設置してある消毒液で、手の消毒をしてください。
　・傍聴の際は、マスクを着用してください。

感染症拡大の防止および皆さまの健康を守る観点から、ご理解とご協力をお願いいたします。
●問い合わせ　議会事務局　☎０７９－４３５－２３８７（Ｅメール  gikai@town.harima.lg.jp）

議会を傍聴してみませんか
町議会は、まちの予算や身近な問題について話し合う
大切な場です。あなたも、議会を傍聴してみませんか。

追跡
■
「
ま
ち
を
き
れ
い
に
す
る

条
例
」
を
知
っ
て
い
ま
す
か

　
住
民
の
方
々
か
ら
ご
み
の

ポ
イ
捨
て
や
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん

害
な
ど
の
多
く
の
苦
情
や
意

見
を
聴
き
、
平
成
20
年
12
月

定
例
会
に
お
い
て
「
播
磨
町

ま
ち
を
き
れ
い
に
す
る
条

例
」
を
議
員
発
議
と
し
て
提

案
し
ま
し
た
。

　
「
播
磨
町
廃
棄
物
の
適
正

処
理
、
再
利
用
及
び
環
境
美

化
に
関
す
る
条
例
」
が
あ
り

ま
す
が
、
よ
り
住
民
に
わ
か

り
や
す
く
、
生
活
環
境
を
良

く
す
る
た
め
の
取
り
組
み
を

明
記
し
た
条
例
を
作
る
た
め
、

委
員
会
で
調
査
研
究
を
行
い

平
成
22
年
12
月
定
例
会
に
お

い
て
可
決
し
ま
し
た
。

　
平
成
23
年
４
月
１
日
か
ら

施
行
し
て
い
ま
す
。

■
条
例
の
内
容
は

　住
民
の
生
活
環
境
を
向
上

さ
せ
る
た
め
に
、
町
は
必
要

な
施
策
を
実
施
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
住
民
の
方
々
も
、

空
き
缶
な
ど
の
ご
み
を
自
身

で
持
ち
帰
る
こ
と
、
ペ
ッ
ト

の
ふ
ん
尿
な
ど
を
適
正
に
処

理
す
る
こ
と
な
ど
が
責
務
と

し
て
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
町
の
取
り
組
み
は

　希
望
す
る
住
民
の
方
に
、

ポ
イ
捨
て
禁
止
や
、
犬
の
ふ

ん
放
置
禁
止
な
ど
の
看
板
を

お
渡
し
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
地
域
の
清
掃
を
行

う
自
治
会
な
ど
に
、
ご
み
袋

を
無
料
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
令
和
３
年
度
に
は
、
不
法

投
棄
の
多
い
ご
み
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
に
、
移
動
式
の
監
視
カ

メ
ラ
を
設
置
し
ま
す
。

■
地
域
の
野
良
猫
を
減
ら
す

活
動
と
は

　令
和
元
年
９
月
に
、
地
域

の
野
良
猫
を
保
護
し
、
不
妊

手
術
を
す
る
こ
と
で
、
自
然

に
野
良
猫
を
減
ら
す
活
動
を

さ
れ
て
い
る
団
体
に
お
話
を

伺
い
ま
し
た
。

　
野
良
猫
の
不
妊
活
動
を
、

多
く
の
人
に
知
っ
て
ほ
し
い

と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

（
議
会
だ
よ
り
№
２
４
３
参
照
）

■
今
後
の
取
り
組
み

　
町
内
で
、
野
良
猫
の
苦
情

が
あ
り
、
自
治
会
か
ら
地
域

猫
保
護
団
体
に
連
絡
し
、
野

良
猫
の
不
妊
手
術
を
お
願
い

し
た
例
が
あ
り
ま
し
た
。

　
今
後
も
野
良
猫
が
増
え
、

不
妊
手
術
が
必
要
に
な
っ
て

く
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、

手
術
に
は
費
用
が
か
か
り
ま

す
。
町
が
費
用
を
負
担
す
る

の
で
は
な
く
、
協
力
病
院
で

手
術
を
受
け
る
チ
ケ
ッ
ト
を

申
請
で
き
る
動
物
基
金
へ
の

登
録
を
進
め
て
い
ま
す
。

■
水
道
料
金
に
お
け
る
中
止

料
金
と
は

　
播
磨
町
で
は
、
水
道
を
使

用
し
て
い
な
い
期
間
も
現
地

に
水
道
メ
ー
タ
ー
が
あ
る
場

合
、
検
針
な
ど
を
行
い
、
維

持
管
理
に
係
る
費
用
と
し
て
、

基
本
料
金
と
同
額
の
中
止
料

金
を
所
有
者
の
方
に
請
求
し

て
い
ま
す
。

　
空
き
家
の
水
道
の
中
止
料

金
は
家
主
の
負
担
と
な
っ
て

い
ま
す
。

■
中
止
料
金
の
廃
止
を
求
め

る
請
願
書

　
平
成
27
年
３
月
定
例
会
に

お
い
て
「
播
磨
町
水
道
料
金

に
お
け
る
中
止
料
金
の
廃
止

を
求
め
る
請
願
書
」
が
提
出

さ
れ
ま
し
た
。

　
中
止
料
金
の
徴
収
は
近
隣

市
町
だ
け
で
な
く
、
全
国
で

も
あ
ま
り
採
用
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、
採
択
に
至
り

ま
し
た
。

■
中
止
料
金
は
廃
止
さ
れ
る

の
か

　
本
町
で
は
、
昭
和
58
年
度

か
ら
水
道
料
金
が
改
定
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
料

金
改
定
の
検
討
が
始
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
委
員
会
で
は
、
空
き
家
の

中
止
料
金
に
つ
い
て
も
料
金

改
定
時
に
廃
止
す
る
と
の
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
水
道
料
金
改
定
は
、
上
下

水
道
運
営
委
員
会
に
お
い
て

検
討
さ
れ
、
令
和
３
年
度
末

に
方
針
が
示
さ
れ
ま
す
。

「
ま
ち
を
き
れ
い

に
す
る
条
例
」は

空
き
家
の

　
　水
道
料
金
は

地
域
猫
の
活
動
は

レポート


